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第１章 改良モデルの評価 

 
１．主な改修点 
 

○平成２１年６月から長期増分費用モデル研究会（以下「研究会」という。）におい 

て、現行接続料の算定に用いられている第四次モデルの改修のための検討が 

行われた。研究会では、第四次モデルについて、最新の実態への即応性やモデ 

ルの精緻化の観点から検討を行い、平成２２年３月、改良モデル（第五次モデル 

に相当）を取りまとめ、パブリックコメントの募集を経て、公表を行った。改良モデ 

ルにおける主な改修点等は、以下のとおりである。 

 

（１） 加入者回線モジュール 

 

ア 加入電話の回線数算定方法の変更 

 

○加入電話の回線数はＭＡ毎に入力値を与え、各メッシュへの回線数の割り付

けの算定ロジック（各メッシュの世帯数・従業者数に比例した配賦方法）により

算定している（小数点以下は四捨五入）。 

 

① 回線数の入力値を MA 別（５６２MA）から収容ビル別（７，１５６ビル）へ変更 

 

○回線数の入力値は、電気通信事業報告規則に基づいて総務省に報告され

ている MA 別回線数を与えているが、ユニバーサルサービス制度の補てん

額の算定において、収容ビル別の回線数が必要となったことから、現在では

収容ビル別の回線数も把握することが可能となっている。 

○収容ビル別に回線数の入力値を与えることで、各メッシュへ回線数の割り付

けがより精緻になることから、入力値を変更することとした。 

 

② 各メッシュへ回線数を割り付ける方法の変更 

 

○各メッシュへ回線数を割り付けるにあたっては、世帯数・従業者数に応じて

各メッシュに割り付けた後、四捨五入の処理を行っていた。この方法では、

四捨五入の結果０以上０．５未満のメッシュについては、実際に回線を利用

するユーザがいる場合でも０回線と算出されるため、回線数が少ないメッシ

ュの過小評価につながる可能性があることや、四捨五入の処理を行うため

入力値と出力値が一致しないという問題が存在していた。 

○そのため、サンプル調査の結果等から、割り付け後の回線数が０．２以上の

全メッシュに回線数１を確定し、その後、需要の大きなメッシュから順に切上

げ処理を行うことで入力値と出力値を一致させる方法に変更した。 
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（２） ネットワークモジュール 

 

イ 加入者交換機（GC）と遠隔収容装置（RT）の設置基準 

  

○ある収容ビルに加入者交換機と遠隔収容装置のどちらを設置するかについて

は、GC/RT 判別値（10，000 回線）が設定され、10，000 回線を超える収容回線

を有するビルには GC、そうではないビルには RT を設置することとしている。こ

の閾値は、第一次モデルにおいて、NTT 東日本及び NTT 西日本（当時 NTT）

から提出された実績に基づく創設費の分界点に基づくものであり、10，000 回

線を超える収容回線数を有するビルには GC を設置することが経済的に有利

になっている状況をかんがみて設定されたものである。 

○当該閾値についてはその後見直しがなされていないため、最新の実績データ

を用いて算出した結果、12，000 回線に変更することにした。また、同様の閾値

である MA 当たり RT 収容最大回線数1についても、併せて 10，000 回線から 12，

000 回線へ変更することとした。 

 

ウ 加入者交換機―中継交換機間伝送における ADM１０G の採用 

 

○加入者交換機と中継交換機（IC）間の伝送装置（ADM）については６００M と２．

４G で経済比較を行い、効率的な容量の ADM を選択して設置しているが、今

般の技術進展によって１０G の容量の ADM の価格も安くなり、使用実績も増加

しているため、この経済比較の対象に１０G を追加することとした。 

 

エ き線点 RT-GC 間伝送路コストの算定の精緻化 

 

○き線点遠隔収容装置(き線点 RT)を設置する条件は、①需要が 7km 以上遠くに

ある場合、②ルート上の需要累計が 400 回線以上に達した場合、③加入者交

換機設置局までのメタル回線コストがき線点 RT を設置した場合の回線コスト

を上回った場合のいずれかとなっている。 

○上記③について、き線点 RT-GC 間伝送路コストはネットワークモジュール以降

で計算され、き線点 RT が設置される加入者回線モジュールでは計算されない。

このため、循環参照を回避し、正確な経済比較を行うために、加入者回線モジ

ュールにおいて外生的にき線点 RT1 台当たりのき線点 RT-GC 間コスト（中継

伝送路設備年経費）を設定することとしている。現行モデルでは、当該コストを

５００万円と設定している。 

○この当該コストの算出方法について見直しを行った結果、土木設備等コストを

き線点 RT 設置に伴う増分費用とみなすことが適当とされ、また入力値と出力

値の乖離が小さくなるように最新のモデルで算定した結果、当該コストを 500

万円から 1，000 万円に変更することとした。 

 

                                                  
1  MA 内に１つも GC が設置されず、かつ MA 内のビル別収容回線数の総和がモデルの入力値として与えた MA 当たり RT 収容最大回線数を超え 

る場合には、MA 内の１つの RT ビルを GC ビルに置き換える。 
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オ 衛星通信区間の設備量 

 

○衛星通信区間の設備量については、①伝送路の 52M パス数の算定、②ビル

毎必要回線数の算定、③ビル毎トランスポンダ数の算定という手順で算定を行

っている。その際、①では GC-RT 間伝送路における 52M パス数の算定、③で

はトランスポンダ数の算定についてそれぞれ切上げ処理を行っている。 

○この結果、現行モデルで算出されるトランスポンダ数が実態と大きく乖離してい

るため、①及び③における切上げ処理を行わないよう変更することとした。 

 

（３） 費用モジュール 

 

カ 遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置の耐用年数 

 

① 遠隔収容装置 

 

○RT の経済的耐用年数については、第一次モデル以降、伝送装置の経済的

耐用年数を使用することとされていたが、機能面等に着目し、伝送装置と交

換機の経済的耐用年数の平均値を使用することに変更することとした。 

 

② き線点遠隔収容装置 

 

○き線点 RT の経済的耐用年数については、第二次モデル以降、伝送装置と

交換機の経済的耐用年数の平均値を使用することとされていたが、実際の

使用実績から推計に十分なデータの取得が可能になったことから、修正増

減法2で推計を行った値（１３．５年）に見直した。 

 

キ 監視装置の耐用年数 

 

○監視装置（総合監視、加入者交換機、中継交換機、伝送無線機械、市外線路、

市内線路の各監視装置）の経済的耐用年数については、便宜的に法定耐用

年数により代用していたため、実態調査を行い、修正増減法により推計した値

に変更することとした。 

 

ク 平成 19 年度及び 20 年度の税制改正の反映 

 

○平成 19 年度及び 20 年度の税制改正について、固定資産税の算定及びレート

ベースの算定に反映することとした。 

 

 

 

                                                  
2 各年度の新規取得のうち、経年的に撤去される数量に適当な確率分布関数を仮定し、取得年度毎の最新年度の残存設備量を算定し、これら 

の合計が最新の残存ストックを実現する確率分布の平均期間を算定する方法 
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ケ 加入者交換機の施設保全費のうち固定的費用の見直し 

 

○加入者交換機の施設保全費は、①加入者数帰納分、②投資額帰納分、③固

定的費用の総和により算出されている。 

○このうち②及び③については、実際ネットワークにおける投資額と保全費の実

績データに基づく回帰分析によって算定されている。具体的には、「県毎の加

入者交換機投資額実績(y)」及び「県毎の加入者交換機施設保全費総額（A）

から加入者数に依存する施設保全費の個別積上げ分（B）を控除した額(C)」を

用いて、C=βy+γによる回帰（直線回帰）分析を行い、βを「施設保全費対投

資額比率（投資額帰納分）」、γを「県当たりの固定的費用」としている。 
○現行の直線回帰による算出方法は、決定係数は高いが、残差3に一定の傾向

（具体的には、投資額の小さい領域で残差が一様に負の値を示す傾向）がみ

られるなどの問題が存在したことから、方法を直線回帰から二次関数による回

帰に変更することとした。二次関数による回帰に変更することで残差の問題を

解消することができ、また定性的にも上に凸の関数となるため、規模の経済を

表現していると解釈できる。 

 

（４） 算定結果 

  

 ○加入者系交換機能、中継伝送機能及び中継交換機能の合計のネットワークコス 

トは、平成２２年度接続料認可ベースにおいて、改良モデルでは 4,131 億円、第四   

次モデルでは 4,552 億円となり、約 422 億円の減少（▲9.3％）となった。その内訳 

を見ると、加入者系交換機能のコストが約 395 億円（▲9.2％）減少したことによる 

影響が大きく、そのうちＮＴＳコストは約▲217 億円（▲10.2％）減少という結果とな 

った。 

 

 

２．改良モデルの評価 
 

（１） 主な意見 

 

○ヒアリング等において、長期増分費用方式については、接続料算定の透明性を担

保する方式として依然として有効との意見がKDDIから、ボトルネック事業者の非効

率性を排除する観点で有効との意見がウィルコムから示された。改良モデルにつ

いては、市場環境変化等を踏まえた所要の見直しが行われたことを評価する意見

が、KDDI、九州通信ネットワーク（ＱＴｎｅｔ）及びウィルコムから示されるとともに、ネ

ットワークコスト全体で１０％程度のコスト削減となることについて評価する意見が、

フュージョン・コミュニケーションズ及びＱＴｎｅｔから示された。 

                                                  
3
 残差は、観測値-予測値（理論値）で求められ、一般的に残差に一定の傾向がみられる場合、回帰分析に問題がある可能性が高い。 
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○一方、現在の固定電話サービスについては、既に高度な新技術の導入により効率

化が図られるような環境にはなく、市場規模の縮小によりスケールメリットが効かな

い状況になっているなど、長期増分費用方式が前提とする環境とは異なっているこ

とに加え、長期増分費用モデルは需要の減少に対して即応できる設備構成に瞬時

に置き換える前提となっているため、需要減に比例してコスト縮減が図れるのに対

し、実際には需要減に応じてコスト削減を行うことは難しく、必要となるコストの回収

が出来なくなるため PSTN の安定的な設備提供に支障をきたすことが懸念されるこ

とから、長期増分費用方式による接続料算定を廃止し、実際費用方式に見直すべ

きであるとの意見がＮＴＴ東西から示された。 

 

○また、LRIC 費用と実際費用の乖離について検証を行う必要があるとの意見がウィ

ルコムから示され、仮に改良モデルを平成２０年度接続料の算定に適用したとして

も、１０％程度のコスト削減効果では実際費用との差が解消できないものと想定さ

れ、平成２３年度以降の接続料算定方法として、現状のまま改良モデルを採用す

ることは適当ではないとの意見がソフトバンクから示された。 

 

○これらに関連して、ＫＤＤＩ及びソフトバンクから、環境変化に対応した新たな算定方

式が示された。 

 

・ ＫＤＤＩからは、PSTN と IP 電話について、いずれも電話サービスであることから

一体として把握することとし、一定期間後のＰＳＴN とＩＰ電話の比率をあらかじめ

定めて、将来原価方式をベースにＰＳＴＮとＩＰ電話の加重平均での接続料算定を

行う方式の提案がなされた。この方式では、PSTN に係る接続料の算定において、

改良モデルによって算定されるコストが将来原価方式によるコストに比べて低い

場合には前者を採用するという、長期増分費用方式と将来原価方式のハイブリ

ッドによる算定を提案している。 

 

・ ソフトバンクからは、ＰＳＴＮと IP 電話の需要を全て IP 網で提供した場合の効率

的なコストを算出する「IP モデル」、IP 電話の需要を仮想的にＰＳＴＮの需要とみ

なして、これをＰＳＴＮの需要に加算することでＰＳＴＮの接続料を算定する「ＰＳＴ

Ｎ定常モデル」の２方式が提案された。 

 

（２） 考え方 
 

ア 改良モデルの改修点についての評価 

 

○長期増分費用モデルは、既存事業者の非効率性を排除するコストモデルであり、

接続料算定における透明性や公正性の確保に大きく貢献してきているものと認

められるのではないか。また、現時点では、これに代わりうる適切なモデルは見

当たらないのではないか。 
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○改良モデルは、第四次モデルを基本として、これに環境変化等を踏まえた改修を

施したものであるが、第四次モデルも、第二次モデルを基本として、その一部を

改修したものである。 

    第二次モデルについては、その採用当時と比較して、新規投資抑制の長期化や   

データ系サービスの拡大等といった環境変化は進展したものの、ＮＴＴ東西の固

定電話網のネットワーク構造は大きく変化していない状況を踏まえれば（ＮＴＴ東

西は２０１５年までに全ての旧ノード交換機の新ノード交換機への更改を完了す

る予定であるが、現時点においては、未だ多くの旧ノード交換機が使用されてい

る）、第二次モデルで採用された設備量算定方法等の骨格は現状においても有

効であると考えられるのではないか。 

 

○また、改良モデルについては、モデルを取り巻く環境の変化に対応しつつ適切な

コスト算出を行うことのできるモデルを策定することを目的として、関係事業者か

らの改修提案に基づき、研究会において各界の専門家が十分な時間をかけて最

新の実態への即応性やモデルの精緻化の観点から検討を行った上で改修され

たものであり、審議会としても、モデルの改修は適切であると認められるのでは

ないか。 

 

イ 改良モデルの算定結果に係る評価 

 

①改良モデルにより算定される接続料について 

 

○平成２２年度接続料を改良モデルで算定した結果は図表１のとおり。現行モデ

ルと比較した場合、ＧＣ接続料（３分あたり）は概ね１１．１％低下している。 

 

（図表１ 平成２２年度接続料（試算値）） 
 現行モデル 改良モデル試算値 

ＧＣ接続料（３分） ５．２１円 ４．６４円 

ＩＣ接続料（３分） ６．９６円 ６．２０円 
※NTS コストの扱いは H22AC 認可ベース。 

（き線点 RT-GC 間伝送路コストについては８０％を接続料原価に算入、その他 NTS コストについては１００％を接続料

原価から控除。） 

 

②ＬＲＩＣ費用と実際費用の乖離について 

 

○平成２０年度における第四次モデルの費用と実際費用を比較すると、実際費用

の方が第四次モデルの費用よりも 1,042 億円低い値となっている。 

 

○また、ＮＴＳコストを付け替えた後の接続料原価で比較した場合、平成２０年度

においては、実際費用の方が第四次モデルの費用よりも 432 億円低い値とな

っている。 

 

○この両者の乖離は、減価償却費の他、租税公課や自己資本費用等の算定の
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基となる正味固定資産額の差が主な要因となっている。これらの乖離は、LRIC

費用では「経済的耐用年数期間のコストを平準化して経費を算定」しているの

に対し、実際費用では当該年度の経費を元にして原価を算定することに起因し

ており、ＬＲＩＣ費用の場合、投資抑制の効果は経済的耐用年数の延長という形

で反映されるのに対し、実際費用の場合、投資抑制の長期化により設備全体

に占める償却済資産の割合が増えると、急速に償却費及び資産額が抑制され

ることとなる。 

 

○NTT 東西の所謂レガシー系ネットワークは償却が進んでいるため、減価償却

費や自己資本費用等については、実際費用の方が LRIC 費用に比べて小さく

なっている。 

 

○しかしながら、新規投資抑制後の投資額の水準が低位で一定しており、耐用

年数を超えて投資抑制が長期化したことから、未償却資産の規模が再び安定

し、実際費用における減価償却費の減少傾向は今後底を打つ可能性が示され

ている。また、NTT 東西における新ノード交換機への更改（２０１５年には全て

の旧ノード交換機を新ノード交換機に更改）が進むに伴い、投資抑制に起因す

る減価償却費の抑制トレンドが緩やかに底を打つなど、実際費用の減少トレン

ドが底を打つ可能性も高い。 

 

○更に、LRIC 費用は現在の最新需要に基づき、毎回、新規にネットワークを構築

した場合のコストを算出しているため、加入者数や通信量の減少が即座に織り

込まれるが、実際費用の場合では、過去の投資実績や事業計画等の影響を

受けることから、当該減少が十分織り込まれない可能性があり、また、十分に

織り込むためには一定の期間を要することとなる。 

 

○以上を踏まえれば、LRIC 費用と実際費用の乖離幅は、今後は縮小していく可

能性が高い。そのような状況の中、一定の条件の基で、ＬＲＩＣ費用と実際費用

の今後の予測について試算した結果、ネットワークコストでは、平成２３年度に

は LRIC 費用と実際費用がほぼ同水準となり、それ以降は LRIC 費用が実際費

用を下回る結果となった。また、接続料原価ベースでは、平成２２年度にはＬＲＩ

Ｃ費用が実際費用とほぼ同水準となり、それ以降はＬＲIC費用が実際費用を下

回ることが示された。 

 

○現時点で LRIC 費用よりも実際費用の方が低い値であることをもって、直ちにモ

デルの有用性を判断することは適切ではなく、また上記のとおり、今後は LRIC

費用が実際費用を下回ることが予想される。 

 

○なお、LRIC 費用と実際費用の比較を行うことは、透明性の観点から大きな意

義があり、このような比較を行うことによってモデルの抱える課題も明らかにな

ってくる側面もある。 

 



 

8 
 

○今回は、両者の比較を行うことで、実際に行われている新規投資抑制について

の考慮や、レートベースの算定方法や租税公課等といったネットワーク構成以

外の周辺部分（フリンジ部分）についての算定方法の見直しなど、いくつかの課

題が明らかになった。長期増分費用モデルにおいては、平成１７年度より、新

規投資抑制を考慮した経済的耐用年数の見直しを実施しているところであるが、

ＬＲＩＣ費用と実際費用の乖離の要因について今後も検討を続けていくとともに、

両者の乖離幅については今後も引き続き注視し、必要に応じて更に要因分析

等を行った上で、改善すべき点があれば長期増分費用モデルを適時適切に改

修することが適当ではないか。 

  

ウ 提案された新たな算定方式について 

 

①ＫＤＤＩ提案 

 

○ＫＤＤＩから提案された算定方式については、一定期間後のＰＳＴＮとＩＰ電話の

需要の比率をあらかじめ定めることが必要となるが、固定電話サービスの今後

の利用動向やＦＴＴＨサービスの需要は、今後の PSTN を取り巻く環境の変化

やブロードバンドサービスの多様化等によって大きく変わりうるものであり、現

時点では、ＰＳＴＮとＩＰ電話を取り巻く今後の環境変化を踏まえた上での将来

需要を正確に見通すことは可能であるとは言い難いのではないか。 

 

○また、ＰＳＴＮに係るコスト算定については、改良モデルと将来原価のハイブリッ

ド方式とし、両者を比較した上でより低い方のコストを「最も低廉で最も効率的

な設備と技術」と見なして採用することは、原価に基づいて算定を行うという現

行の接続料算定の原則に必ずしも則っているとは言えないのではないか。 

 

○なお、ヒアリング等において、ＰＳＴＮとＩＰ電話の加重平均の接続料を算定する

方式については、実際費用方式を前提に算定することは可能性としてあり得る

との意見も示されたが、その場合には、ＰＳＴN とＩＰ電話の設備構成やコスト構

造の違いを踏まえて、算定対象とする設備やコストの範囲など、十分な期間を

設け詳細な検討を行う必要があるのではないか。 

 

②ソフトバンク提案（ＩＰモデル） 

 

○ＰＳＴＮからＩＰ網への移行が進展している状況を踏まえ、ＩＰ網をベースとした長

期増分費用モデルを構築することについては、第四次モデルの検討を行った

研究会（平成１８年１０月～平成１９年４月）においても検討がなされたが、ＩＰ網

が持つ特徴に起因する諸課題（スピードの速い技術革新のモデルへの導入、Ｉ

Ｐ網における音声サービスのコスティング方法、音声サービスとのコスト配賦方

法等）に対して結論を出すことはできず、IP 網のモデル化に関する課題が浮き

彫りとなる結果となった。 
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○今回、ソフトバンクからＩＰモデルについて提案がなされたが、具体的なモデル

の構成やロジック等に関する提案はなく、また、上記ＩＰ網が持つ特徴に起因す

る諸課題は現在においても十分に解決されているとは言えず、現時点で精緻

なＩＰモデルを直ちに構築することは困難であると考えられるのではないか。 

 

○ただし、ＩＰ電話の利用番号数が加入電話契約者数の約半数にも達し、今後加

入電話からＩＰ電話への需要の移行がますます進んでいくと予想される中、ＩＰ

モデルの構築については、引き続き諸外国の動向や IP 網に関する技術の成

熟度等を注視しつつ、十分な期間を設け詳細な検討を行う必要があるのでは

ないか。 

 

③ソフトバンク提案（ＰＳＴＮ定常モデル） 

 

○ＩＰ電話の需要を仮想的にＰＳＴＮの需要とみなして、これをＰＳＴＮの需要に加

算することで PSTN の接続料を算定するとの提案であるが、ＰＳＴＮと設備構成

が全く異なるＩＰ電話の需要を PSTN の需要とみなして算定することは、原価に

基づいて算定を行うという現行の接続料算定の原則に必ずしも則っているとは

言えないのではないか。 

 

○なお、ユニバーサルサービス制度の加入電話における補てん額算定において、

ＩＰ化の進展に伴い加入電話から光ＩＰ電話へ移行した回線数を加入者回線数

に加算するというコスト算定方法上の補正を行っているが、この補正は、高コス

ト地域における回線数がほとんど減少しておらず、高コスト地域のサービス維

持に必要なコストに変化がないにも関わらず、算定の仕組み上、都市部での競

争の進展による加入電話回線全体の減少等によって、補てん額が減少するた

めに施したものであり、今回の提案とは必ずしも趣旨を同じくするものではない

ことに留意する必要があるのではないか。 

 

エ 改良モデルの扱い 

 

○以上のことから、平成２３年度以降の接続料原価の算定には、改良モデルを

使用することが適当ではないか。 
 

○なお、今回、ＫＤＤI 及びソフトバンクから新たな算定方式の提案がなされたが、

これらの提案等を踏まえ、現行の長期増分費用方式を見直す場合には、環境

の変化を考慮しつつ、十分な期間を設け詳細な検討を行う必要があるのでは

ないか。 
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第２章 ＮＴＳコストの扱い 
 

１．経緯と現状 

 
（１） ＮＴＳコストの段階的付替えの経緯 

 

ア 平成１２年答申4 

 

○平成１２年答申では、長期増分費用方式の具体的な導入方策として、 

（ケースＡ） き線点ＲＴコストを従量制接続料で回収する考え方 

（ケースＢ） き線点ＲＴコストを従量制接続料で回収しない考え方 

の２つの選択肢について検討を行い、ケースＡを適用することが適当と判断され

た。 

 

○なお、ケースＢについては、事業者間の競争促進や接続料の引下げが通信料

金の低廉化をもたらすという観点からは望ましいが、基本料引上げの懸念等か

らき線点ＲＴコストの回収が困難となれば、ＮＴＴ東西の経営に対して破壊的な

影響を回避し得ないおそれが強いとされ、き線点ＲＴその他のＮＴＳコストの扱い

は今後の検討課題とすることが適当とされた。 

 

イ 平成１４年答申5 

 

○平成１４年答申では、ＮＴＳコストの全てを基本料で回収する場合には、負担構

造の大きな変動を生じることとなるため、ＮＴＳコストのうち、き線点ＲＴのみを検

討対象とし、その回収方法として、①基本料で回収する方法、②定額制接続料

で回収する方法、の２つの考え方について検討を行った。 

 

○まず、基本料で回収する方法については、従量制接続料の引下げにより、市内

利用者料金が引下げられる可能性はあるが、低利用者が支払う料金は増加す

ることとなるなど利用者間で負担変動が伴うこととなる。特に、デフレ傾向が継

続する経済状況下では、公共的料金である基本料を引き上げることについて社

会的コンセンサスを得ることは困難であり、現に多くの消費者団体から基本料

の引上げに対して反対意見が提出された。 

 

○これらを踏まえ、料金とコストとの関係が必ずしも明確となっていない基本料体

系の下で、ＮＴＳコストを基本料に転嫁することは、なお慎重な検討を要し、社会

的合意も困難とされた。 

 

○次に、定額制接続料で回収する方法については、利用者に対して、従来どおり

                                                  
4 平成１２年２月 電気通信審議会答申 「接続料算定の在り方について」 
5 平成１４年９月 情報通信審議会答申 「長期増分費用モデルの見直しを踏まえた接続料算定の在り方について」 
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定額料金を課さずに従量制の通話料のみとするほか、定額料金を課して従量

制の通話料を引下げるなど、柔軟な利用者料金の設定を可能とする効果が期

待されるが、ＮＴＳコスト回収方法の抜本的解決法とは言い難いとされた。 

 

○ただし、競争が進展するに従って、コスト発生要因に応じた回収を厳密に行うこ

との重要性が増してきており、ＮＴＳコストの回収方法について、接続料算定の

枠内に限定して議論することは限界に達していることから、現行の基本料、施設

設置負担金、各種の付加料金の取扱いと併せて、抜本的体系的に再検討する

場を早急に設け、その検討結果を踏まえて可及的速やかに電気通信料金体系

の見直しを図るよう要望がなされた。 

 

ウ 平成１６年答申6 

 

○平成１６年答申では、平成１４年答申を踏まえ、ＮＴＳコストの扱いについて検討

を行った。その結果、以下の２点を考慮した上で、ＮＴＳコストを接続料原価から

除くことが必要であり、その回収は、まずは基本料の費用範囲の中で行うことが

適当とされた。 

 

・ 通信量の減少局面において、通信量の増減に感応しないＮＴＳコストを接続料

原価に含めることは、接続料単価の大幅な上昇を招き、ひいては通話料の上

昇を招来し、その結果、更なる接続料や通話料の上昇を引き起こすといった悪

循環に陥る可能性があること。 

・ 本来ＮＴＳコストを通話料に含める料金政策の考え方は負担能力を考慮するこ

とにあったが、現在は、サービスの選択肢の多いブロードバンドサービスの利

用者の負担を軽減し、その分を他に選択肢がない既存の固定電話サービスの

利用者に負担させる結果となっていること。 

 

○また、ＮＴＳコストの付替えは、ＮＴＴ東西の基本料の費用構造に大きな影響を与

えることとなるため、激変緩和措置として、５年間で段階的に従量制接続料の原

価からＮＴＳコストを除くことが適当とされた。 

 

○なお、当該段階的付替え期間は、現行モデルの適用期間（平成１９年度接続料

分まで）を超えることとなるため、現行モデルの適用期間終了後、新たに接続料

の算定方法が検討される場合には、必要に応じてＮＴＳコストの扱いについて改

めて検討を行うことが適当であるとされた。 

 

 

 

 

 

                                                  
6 平成１６年１０月 情報通信審議会答申 「平成１７年度以降の接続料算定の在り方について」 
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エ 平成１９年答申7 

 

○平成１９年答申では、ユニバーサルサービス制度の補てん額算定において、利

用者負担の抑制を図る観点から、加入電話に係るコスト算定を、従来の全国平

均費用を超える額を補てん対象とする方法から、回線当たり費用の分布の標準

偏差を用いて、回線当たり費用が「全国平均＋標準偏差の２倍」を超える額を

補てん対象とする方法へと変更することにより、実質的には、高コスト地域に固

まって分布しているき線点RT-GC間伝送路に係るNTSコストをNTT東西のみが

負担することになるが、このことは競争の公平性の観点等から適当でないとさ

れた。 

 

○そのため、き線点RT-GC間伝送路コストについては、各事業者が公平に負担す

ることを目的として、長期増分費用モデルで算定された収容局別のき線点

RT-GC間伝送路費用のうち、実際ネットワークにおけるRT設置局である局舎の

当該伝送路費用を接続料原価に算入することが適当とされた。 

 

○また、き線点RT-GC間伝送路コストを接続料原価に算入する割合については、

毎年度２０％ずつ段階的に行うことが適当とされた。 

 

（２） ＮＴＳコストの段階的付替えの現状 

 

○平成２２年度においては、き線点RT-GC間伝送路コストのうち８０％が接続料原

価に算入し、その他のＮＴＳコストは１００％が基本料の費用範囲に付替えられ、

接続料原価から控除されている。ＮＴＳコストの段階的付替え後（平成２０年度以

降）における接続料の実績値について、平成１９年答申における接続料推計値と

比較すると、接続料推計値の上限の水準に近くなるような推移を見せている。 

 

（図表２ ＮＴＳコストの段階的付替え後における GC 接続料の実績値） 
（単位：円/３分） 

 平成20年度 平成21年度 平成22年度

実績値 4.52 4.51 5.21 

接続料推計値 4.3-4.5 4.2-4.5 4.7-5.3 

 

 

２．平成２３年度以降の接続料算定におけるＮＴＳコストの扱い 
 

（１） 主な意見 

  

○ヒアリング等において、主にＮＴＳコストのうちき線点 RT-GC 間伝送路コストの扱い
                                                  
7 平成１９年９月 情報通信審議会答申 「平成２０年度以降の接続料算定の在り方について」 
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について、次のとおり意見が示された。 

 

○ＮＴＴ東西からは、平成１９年答申において、ユニバーサルサービス制度の補てん

額の算定について、利用者負担の抑制を図る観点から、加入電話に係る補てん

対象額の算定方法の見直しに伴い、当面の間の措置として、き線点 RT-GC 間伝

送路コストについては接続料の原価に算入することとしたものであり、今後、ユニ

バーサルサービス制度の補てん額の算定方法を見直さない限りは、同コストは引

き続き接続料原価とせざるを得ないとの意見が示された。 

 

○また、PHS 基地局回線機能に係る接続料水準の値上がりや、ユニバーサルサービ

ス制度の補てん額の増加につながることが懸念されることから、平成１９年答申の

考え方を踏襲し、平成２３年度には、き線点 RT-GC 間伝送路コストの残り２０％に

ついても接続料原価に算入する（接続料原価に１００％を算入する）ことが適当で

あるとの意見がウィルコムから示された。 

 

○一方、ソフトバンク及びフュージョン・コミュニケーションズからは、き線点 RT-GC 間

伝送路コストを含むＮＴＳコストは基本料で回収すべきものであり、接続料原価から

控除すべきとの意見が示された。 

 

○また、ＫＤＤＩからは、き線点 RT-GC 間伝送路コストは原則、基本料で回収すべきで

あるが、ユニバーサルサービス料を負担している利用者のコンセンサスを得て検

討を進めるべきとの意見が示されるとともに、ＱＴｎｅｔからは、当該コストについては、

利用者負担が急増することを避けるため、段階的に接続料原価から控除すべきと

の意見が示された。 

 

（２） 考え方 

 

ア き線点 RT-GC 間伝送路コストによる接続料水準への影響 

 

○改良モデルにおいて、き線点RT-GC間伝送路コストを従量制接続料の原価に

算入した場合、直近の実績に基づき、GC接続料水準に与える影響を試算したと

ころ、推測値は図表３のとおりとなった。 

 

（図表３ ＮＴＳコストの段階的付替え後における GC 接続料の推計値） 
（単位：円/３分） 

き線 RT-GC 間伝送路コスト 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

100%接続料原価へ付替え ５．１～５．３ ５．４～６．０ ５．８～６．８ 

0%接続料原価へ付替え 
（100%基本料） 

４．１～４．３ ４．４～４．８ ４．７～５．４ 

（注）回線数、通信量については一定の減少率を仮定し、一部入力値については、過去のトレンドより推計。 
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イ 利用者転嫁の状況 

 

○平成１９年答申において、利用者負担の抑制を図る観点からユニバーサルサー

ビス制度の補てん額のコスト算定方法が見直されているところであるが、負担

事業者の大宗がユニバーサルサービス料として、その負担を利用者に電気通

信番号ベースにて転嫁している状況が現在も続いている。 

 

○仮に、き線点RT-GC間伝送路コストを全て基本料コストで回収する(接続料原価

から全額控除する)こととした場合、平成２３年度認可時の負担額を試算すると、

１番号当たり２４～２６円という水準となることも示されているところである8。 

 

○今次の見直しにおいても、き線点RT-GC間伝送路コストの扱いについては、利

用者負担の抑制の観点に十分配意することが必要ではないか。 

 

ウ ユニバーサルサービス制度の見直しの動向 

 

○本年５月、グローバル時代におけるICT政策に関するタスクフォースが取りまと

めた『「光の道」構想実現に向けて －基本的方向性－9』において、光ＩＰ電話や

ブロードバンドアクセスのユニバーサルサービス化についても言及がなされて

いる。今後、「光の道」構想の具体化の中で、現行のユニバーサルサービス制

度の見直しについても検討される予定となっている。 
 

エ 平成２３年度以降におけるき線点 RT-GC 間伝送路コストの扱い 
 

○き線点RT-GC間伝送路に係るコストは、ＮＴＳコストであることから、当該伝送路

に係るコストは、基本料の費用範囲の中で回収することが原則である。 

 

○しかし、平成１９年度の答申において、利用者負担を軽減する観点から、ユニバ

ーサルサービス制度の補てん額のコスト算定方法の見直しがなされ、同答申の

趣旨をかんがみると、平成２３年度以降のき線点RT-GC間伝送路コストの扱い

については、１００％を接続料原価に算入することとなる。 

 

○その一方、仮に、き線点RT-GC間伝送路コストを基本料で回収することとすれ

ば、回線当たり費用が上位４．９％の高コスト加入者回線の属する地域につい

て、全国平均費用を超える額を補てん対象とする方法に再度見直すこととなり、

利用者負担が増大することが見込まれる。 

 

○また、グローバル時代におけるICT政策に関するタスクフォースにて、光IP電話

やブロードバンドアクセスのユニバーサルサービス化について検討がなされて

おり、今後、ユニバーサルサービス制度を取り巻く環境は大きく変化することが

                                                  
8 平成 20 年 12 月 情報通信審議会 答申 「ユニバーサルサービス制度の在り方について」 
9 平成 22 年５月 グローバル時代における ICT 政策に関するタスクフォース 政策決定プラットフォーム 第 3 回会合 
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想定される。 

 

○以上のことから、平成１９年答申の趣旨をかんがみれば、平成２３年度以降のき

線点RT-GC間伝送路コストの扱いについては、利用者負担の軽減の観点から、

あくまでも当分の間の措置として、引き続き段階的付替えを行うことによって、従

量制接続料の原価にその１００％を算入することもやむを得ないと考えられるの

ではないか。 

 

○今後、ユニバーサルサービス制度の見直しを進める際には、PSTNを取り巻く環

境の変化を考慮に入れつつ、接続料水準への影響や利用者負担への影響にも

十分配意しながら、き線点RT-GC間伝送路コストの扱いを含む補てん対象額の

算定方法についても検討することが適当ではないか。 
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第３章 接続料設定に用いる入力値の扱い 
 

１．経緯と現状 
 

（１） これまでの経緯（第一次モデル及び第二次モデル） 

 

ア 通信量の扱い 

 

○第一次モデルの入力値については、長期増分費用方式を初めて導入したこと、

また３年間かけてＧＣ接続料を22.5%減少させるという接続料水準の大幅な引下

げを行うものであったことから、ＮＴＴ東西の経営に与える影響に配慮して、平成

１０年度の実績通信量に固定した。 

 

○これは、当時トラヒックが増加傾向にあったことから、直近で判明していた平成１

１年度通信量よりも少ない平成１０年度の実績通信量を用いることによって、比

較的達成が容易な目標値として接続料を設定し、これを平成１２年度から平成

１４年度までの３年間をかけて段階的に達成しようとするものであった。 

 

○第二次モデルの入力値については、平成１４年答申において、①適用期間中使

用するトラヒックを固定する方法、②使用するトラヒックを毎年入れ替える方法に

ついて、それぞれ用いるトラヒックを実績トラヒックとする場合と予測トラヒックと

する場合の４通りの方法を想定して検討を行った。その結果、モデル適用期間

内は、接続事業者の予見性及び目標値としての性格を確保するためには、トラ

ヒックを含む入力値は固定することが適当とされた。 

 

○また、第二次モデルは、第一次モデルのように大幅な接続料水準の変更を伴う

ものではなくなっていること、またトラヒックが大幅に減少していく予測が大勢を

占めていたことから、モデル適用期間内のトラヒックを用いることが適当とされた。

ただし、接続事業者の予見性の確保や目標値としての性格を確保する観点か

ら、平成１５～１６年度の接続料は平成１４年度中に決定することが適当とされ

たため、モデル適用期間内の予測トラヒックを用いることが望ましいとされた。 

 

○しかし、信頼性のある予測を行うことが困難な場合は、直近データ、例えば平成

１３年度実績値、または入手可能であれば、平成１３年度下期と平成１４年度上

期のトラヒックを通年化した実績値を用いるものとされた。これを踏まえ、平成１

５年度の接続料は、平成１３年度下期と平成１４年度上期を通年化したトラヒッ

クを用いて算定された。なお、第二次モデルは、適用期間中の入力値を固定し

ているが、事後精算が実施されたため、事実上、入力値が見直されていることと

なる。 
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イ その他入力値の扱い 

 

○第一次モデルでは、デジタル交換機、光ファイバ及びアナログ・デジタル公衆電

話機の耐用年数については正確なデータ把握が可能であったことから、増減法
10により推計した経済的耐用年数を適用することとした。それ以外の設備につい

ては、法定耐用年数を適用したほか、将来需要増加分を含まない既存の回線

数等を所与のものとして算定した設備量が用いられた。ただし、平成１２年答申

では、こうしたその他の入力値は、トラヒックで採用された考え方と同様、実施期

間中は固定することが適当とされた。 

 

○平成１４年答申では、第二次モデルのトラヒック以外の入力値（機器単価、経済

的耐用年数、需要回線数、報酬率等）については、予測トラヒックや過去の実績

値を用いた場合、可能な限り、これと整合性を確保する必要があるとされた。第

二次モデルの適用期間が平成１５～１６年度の２年間に確定したことに伴い、デ

ジタル交換機、アナログ公衆電話に加え、伝送装置の経済的耐用年数を再推

計するとともに、第一次モデルでは推計されなかったメタルケーブル、管路・電

柱等に推計対象を拡大した。その他、光ファイバ単価の補正、施設保全費の効

率化係数の加味、経費率等の入替えを行った。 

 

（２） これまでの経緯（第三次モデル） 

 

ア 通信量の扱い 

 

○平成１６年答申において、通信量が継続して減少することが共通の認識となっ

ていたことから、適用年度である平成１７年度の実績通信量は、直近の実績通

信量と比較して一定程度減少することとなり、これを前提に、直近の実績通信

量を用いて接続料を設定した場合、実績通信量の減少に起因する原価の差異

は、ＮＴＴ東西の管理部門が負担する構造となる。 

 

○これを回避するための方法として、①事後精算を行う、②より直近の通信量を

用いて接続料を設定する、という２つの方法が示された。 

 

○このうち、①については、第二次モデルの適用の際に導入されたが、事業計画

策定上の予見性の観点から経営に悪影響を与えているとの指摘が多く提出さ

れ、また長期増分費用方式に基づく算定値が目標値としての性格を有している

ことを踏まえると、引き続き採用することは適当ではないとされた。 

 

○また、②については、接続料の設定に用いる通信量と適用年度の実績通信量

との乖離を小さくすることは重要であり、可能な限り直近の通信量を用いて接続

料を設定することは望ましいものの、平成１４年答申における認識と同様、直近

                                                  
10 最新の残存ストックを実現するために、各年度の新規取得数を過去に遡り、何年までの新規取得数を累計すればよいかを算定し、これを当該設備 

が一回転する期間と見なし、経済的耐用年数の推計値とする方式 
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の通信量に予測を伴う場合は、信頼性のある予測通信量の策定が前提となる

が、今後の電気通信分野における環境変化については、ＩＰ電話の普及見込み

も含めて不透明な要素が多いこと等から、適用年度の通信量を予測することは

困難とされた。 

 

○これらを受け、どの時点の通信量であれば信頼性の高い通信量予測を行うこと

が可能かといった観点からの検討が必要とされ、審議会において直近の実績

通信量を用い、２ヶ月分と８ヶ月分の予測シミュレーションを行った。この結果、

少なくとも現状においては両者に大きな差異がなかったことから、より適用年度

に近い通信量を用いるとの観点から、「平成１６年度下期及び平成１７年度上期

の通年通信量」を用いることが適当とされた。 

 

○また、可能な限り直近の通信量を用いて接続料を設定するという観点及びＮＴＳ

コストを毎年度正確に把握する観点から、接続料の再計算を毎年度行うことが

必要とされた。 

 

○これらを踏まえ、平成１７年度以降の接続料算定に係る入力値については、可

能な限り直近の通信量を用いて接続料を設定する観点等から、毎年度接続料

の再計算を行い、「前年度下期＋当年度上期の通年通信量」を用いて算定する

こととなった。 

 

イ その他入力値の扱い 

 

○平成１６年答申では、トラヒック以外の入力値については、通信量との整合性を

可能な限り確保するため、直近のものとすることが必要であり、個別の入力値

の選定については総務省において判断することが適当とされた。 

   

○第三次モデルでは、修正増減法により算定されるデジタル交換機、アナログ・デ

ジタル公衆電話の経済的耐用年数は直近までの導入実績により再推計が行わ

れた。このほか、公共的地下設備の利用実績、管路投資単価や経費率等につ

いても同様に、直近データにより見直しが行われた。 

 

（３） 現状（第四次モデル） 

 

ア 通信量の扱い 

 

○平成１９年答申においても、平成１６年答申において指摘したとおり、接続料算

定に用いる通信量は、信頼性のあるデータであることを前提とした上で、可能な

限り適用年度に近いデータを採用することが適当であるとの観点から、平成１７

年４月、７月、１０月及び平成１８年１月までのそれぞれの通信量の推移を用い

て、 

① 前年度通信量を採用する場合（２か月先予測） 



 

19 
 

② 前年度下期と当年度上期の通信量を通年化したものを採用する場合（８か

月先予測） 

③ 当年度通信量を採用する場合（１４か月先予測）  

について、それぞれ予測通信量と実績通信量の乖離の試算を行った。その結果、

①については、予測値と実績値との乖離幅は非常に小さいが、当年度通信量と

の乖離幅が極めて大きくなるため、入力値として用いることは適当ではないとさ

れ、③については、予測値と実績値の乖離幅が大きく、さらに、当該乖離幅の計

測時期の違いによる振幅も大きいことなどから、十分な信頼性があるとまでは認

められず、入力値として用いることは適当でないとされた。 

 

○これら①及び③と比較して、②を用いる場合、予測値と実績値の乖離幅の計測

時期の違いによる振幅は③の半分以下であること、また当年度通信量との乖

離幅は十分に小さく、当該乖離幅が非常に大きくなる①と比較しても、通信回数

及び通信時間ともに、予測通信量としても信頼性が劣っているとは認められな

いことから、平成１９年答申では、引き続き前年度下期と当該年度上期の通信

量を通年化したものを採用することが適当とされた。 

 

イ その他入力値の扱い 

 

○平成１９年答申においても、トラヒック以外の入力値については、通信量との整

合性を可能な限り確保するため直近のものとすることが必要であり、個別の入

力値の選定については、総務省において判断することが適当とされた。 

   

 

２．平成２３年度以降の接続料算定に用いる入力値の扱い 
 

（１） 主な意見 

 

○ヒアリングにおいて、ＮＴＴ東西からは、適用年度に要したコストを適切に回収す

る観点から、適用年度のコスト・需要を用いて接続料を算定することが必要であ

り、接続料の算定に用いる通信量についても、長期増分費用方式以外の方式に

よる接続料算定においては、適用年度の予測通信量が用いられていることから、

適用年度を予測した通信量（１４か月先予測）を用いることが適当との意見が示

された。 

 

○これに対して、フュージョン・コミュニケーションズ、ＱＴｎｅｔ及びウィルコムからは、

制度の安定性の観点等から基本的なルールは頻繁に変更すべきではなく、現行

の前年度下期と当年度上期を通年化した通信量（８カ月先予測）を適用すること

が適当との意見が示された。 

 

○また、ＫＤＤＩからは、接続料の予見性を確保する観点から、実際に把握可能な過

去実績を用いることを基本とし、トラヒックが安定している状況では、一部予測値
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を使う現行の手法も一定の合理性があるとの意見が示された。 

 

（２） 考え方 

 

ア 接続料算定に用いる通信量の扱い 

 

○一般的に、予測期間が長期化すれば予測精度は低下することとなる。また、通

信量の減少傾向が継続すると見込まれることを前提とすれば、接続料算定に用

いる通信量の計測期間が適用年度から乖離するほど、ＮＴＴ東西の接続料収入

が過小評価となる可能性も大きくなる。 

 

○このため、接続料算定に用いる通信量は、信頼性のあるデータであることを前

提とした上で、可能な限り適用年度に近いデータを採用することが適当である。 

 

○この観点から、平成２０年１月、平成２１年１月及び平成２２年１月までのそれぞ

れの通信量を用いて、 

① 前年度通信量を採用する場合（２か月先予測） 

② 前年度下期と当年度上期の通信量を通年化したものを採用する場合（８か

月先予測） 

③ 当年度通信量を採用する場合（１４か月先予測） 

の３つの考え方について、それぞれ毎年度の接続料算定に用いる同一の方法

で予測した予測通信量と実績通信量の乖離を比較してみると、図表４のとおりと

なる。 

 

（図表４ 予測通信量と実績通信量の乖離） 

  【通信時間】 
予測の程度 ２か月先 ８か月先 １４か月先 

予測値と実績値の乖離幅 0.0～0.5% 0.8～1.4% -0.2～4.0% 
（振幅） 0.5% 0.6% 4.2% 

当年度通信量との乖離幅 17.2～20.4% 8.8～11.6% 
同上 

（振幅） 3.2% 2.8% 
※NTT 東西の交換機を経由する主要な通信量ベース 

   

【通信回数】 
予測の程度 ２か月先 ８か月先 １４か月先 

予測値と実績値の乖離幅 0.0～0.6% 0.8～1.8% 0.1～3.5% 
（振幅） 0.6% 1.0％ 3.4％ 

当年度通信量との乖離幅 15.3～17.2% 7.7～9.6% 
同上 

（振幅） 1.9% 1.9% 
※NTT 東西の交換機を経由する主要な通信量ベース 

 

○①の前年度予測値（２か月先予測）を用いる場合、予測が必要な期間が２か月

であることから「予測値と実績値の乖離幅」は非常に小さいものの、当年度から
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は１年のズレがあるため「当年度通信量との乖離幅」が極めて大きくなる。 

 

○③の当年度予測値（１４か月先予測）を用いる場合、全ての期間を予測すること

になることから「予測値と実績値の乖離幅」が大きくなってしまう。また、①や②

の場合と比較して、当該乖離幅の計測時期の違いによる振幅も大きいものとな

っている。 

 

○これら①及び③と比較して、②の前年度下期と当年度上期の通信量を通年化し

たもの（８か月先予測）を用いる場合、「予測値と実績値の乖離幅」の計測時期

の違いによる振幅は、①の前年度予測値（２か月先予測）と同水準であることか

ら、前年度予測値と比較して同程度の信頼性があり、また③の当年度予測値

（１４か月先予測）の半分以下であることから、当年度予測値と比較すれば相当

程度信頼性が高いものと認められるのではないか。 

 

○また、②の前年度下期と当年度上期の通信量を通年化したもの（８か月先予測）

に関して、「予測値と実績値の乖離幅」と、「当年度通信量との乖離幅」について、

①の前年度予測値（２か月先予測）と比較しても、予測通信量として信頼性が劣

っているとは認められないのではないか。 

 

○なお、今後、通信量の減少傾向が緩やかになる場合には、①及び②の双方に

おいて、「当年度通信量との乖離幅」は縮小することとなる。 

 

○したがって、平成１９年答申の時点から状況に大きな変化は見られず、現行の

予測方式を変更する必要は特段ないものと考えられることから、平成２３年度以

降の接続料算定に用いる通信量としては、引き続き、前年度下期と当年度上期

の通信量を通年化したものを採用することが適当ではないか。 

 

イ その他の入力値の扱い 

 

○ヒアリングにおいて、フュージョン・コミュニケーションズから「その他入力値につ

いても問題はない」旨の意見が示され、この他には特段の意見等も示されなか

ったことも踏まえれば、現行の接続料算定におけるその他の入力値の扱いにつ

いて、特段の問題点は認められないのではないか。 

 

○したがって、通信量を除くその他の入力値については、従来同様、事業者の経

営上の機密への配慮と、透明性・公開性の確保の双方に十分に配意しつつ、

必要に応じて総務省において毎年度の接続料算定時に見直し、可能な限り最

新のデータを用いることとすることが適当であるのではないか。 
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第４章 接続料における東西格差 
 

１．経緯と現状 
 

（１） これまでの経緯 

 

○平成１４年答申では、東西別接続料の適否について、次の３つの考え方（方式）

を軸に検討が行われた。 

（Ａ案） 東西平均のモデル算定値を適用する方式  

（Ｂ案） ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本にそれぞれのモデル算定値を適用する方式 

（Ｃ案） ＮＴＴ東日本には自社固有のモデル算定値を適用し、ＮＴＴ西日本には東

西平均のモデル算定値を適用する方式 

 

○検討の結果、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本が別会社であるという事実を前提にす

れば、Ｂ案に従い、それぞれのコスト構造・水準の違いを反映した各社固有のＬＲ

ＩＣベースのコストに基づき接続料を設定することが最善の方法であるとの判断が

示された。しかし、実際のモデル適用においては、ＮＴＴ東日本の経営に及ぼす

影響や西日本エリアの利用者に与える影響について配慮することが必要であり、

例えば、ＬＲＩＣベースのコストに基づく接続料水準を即時に適用するのではなく、

年度ごとに段階的に適用する等の措置を講じる必要があるとされた。 

 

○しかし、平成１４年答申以降も、地方公共団体や経済団体を中心に東西均一の

接続料を求める多くの要望書が総務大臣宛に提出され、また、国会11において、

電話サービスが全国民に対して公平に提供されるべきユニバーサルサービスで

あることを踏まえ、接続料を東西均一とすることについて附帯決議がなされた。 

 

○加えて、長期増分費用モデルによる試算では、ＮＴＴ東西間においてコストベース

で30％以上の格差が生じるとの結果が得られた。これは、ほとんどの電話サービ

ス提供事業者がＮＴＴ東西の地域電話網に依存し、接続料の支払いがその電話

サービスコストの４割程度を占めていることを考えると、東西の各エリアにおける

利用者料金に相当程度の格差を生じさせる可能性が高いことから、平成１５～１

６年度接続料は東西均一が維持されることとなった12。 

 

○平成１６年答申では、原則としては、ＮＴＴ東西はそれぞれ異なる指定電気通信設

備を設置する電気通信事業者として、各々の原価に基づき接続料を算定するこ

とが適当とされた。 

 

○しかしながら、第三次モデルにおけるＧＣ接続の接続料における東西格差は、第

                                                  
11 衆議院総務委員会及び参議院総務委員会（いずれも平成１４年１１月２８日開催） 
12 平成１５年７月の日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正により、接続料を均一とすることにより生じる接続料収入と原価との乖離 

を是正するため、ＮＴＴ東日本がＮＴＴ西日本に対して金銭を交付する東西交付金制度が導入され、ＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日本との接続料につい 

て同等の水準を確保することが財政面からも措置されている。 
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二次モデルよりも縮小したものの、依然20％を超えていた。これを踏まえ、接続

料は市内通話料金の原価の６～７割を占めていることから、仮に接続料を東西

別とすれば、結果的に市内通話料金においても東西格差が生じる可能性が高い

と予想された。 

   

○この点、ＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日本のヤードスティック競争によって、両者の接続

料格差が将来的に縮小されることを期待する観点から接続料を東西別にすべき

との議論があった。しかし、長期増分費用方式に基づく接続料は効率化の目標

値として設定されるものであり、第三次モデルにおいてもその接続料に２割を超

える東西格差が存在するということは、効率化を行った後も２割の格差が存在せ

ざるを得ないことを意味する。このため、長期増分費用方式によって接続料を算

定する限り、当面格差を設け、将来的にその格差が縮小することを期待する方法

は採用し難いとの判断がなされた。 

 

○また、平成１６年答申の審議の過程で提出された意見においても、ユニバーサル

サービスである市内通話料金の地域格差につながる可能性がある東西別接続

料の設定については、十分な社会的コンセンサスを得られているとは言い切れな

いと判断されたため、平成１７年度以降の接続料については東西均一とすること

が適当とされた。 

 

（２） 現状 

 

○平成１９年答申においても、原則としては、ＮＴＴ東西はそれぞれ異なる指定電気

通信設備を設置する電気通信事業者として、各々の原価に基づき接続料を算定

することが適当とされた。 

 

○しかしながら、第四次モデルでも、ＧＣ接続の接続料において２割以上の東西格

差が依然として存在し、東西別接続料の設定により、西日本を営業区域とする電

気通信事業者において利用者料金の値上げ圧力が大きく、通話料金の地域格

差につながる可能性があるため、東西別接続料を設定することについて、十分な

社会的コンセンサスを得ることは困難と考えられたことから、平成１９年答申にお

いても、引き続き、東西均一接続料を採用することが適当とされた。 

 

○以上を踏まえ、引き続き第四次モデル適用期間中も、東西均一の接続料が設定

されている。 
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２．平成２３年度以降の接続料における東西格差の扱い 
 

（１） 主な意見 

 

○ヒアリングにおいて、基本的には東西会社別にコストに応じた接続料を設定するこ

とが望ましいと考えるが、従来、固定電話はユニバーサルサービスとして位置付け

られ、全国均一料金による提供に対する社会的要請が強く、東西別接続料の導入

が利用者料金の東西格差に波及するおそれがあったことから、東西均一接続料が

採用されてきたことを踏まえれば、利用者料金の全国均一料金での提供に対する

社会的要請を十分に配意して検討することが必要との意見が、ＮＴＴ東西から示さ

れた。 

 

○また、東西間格差については大きな状況変化はないことから、引き続き東西均一

の接続料とすることが適当であるとの意見が、ウィルコムから示された。 

  

○さらに、東西別接続料を設定した場合、西日本地域の接続事業者は、接続料の値

上げ分を利用者料金に転嫁せざるを得ず、結果、通話料金の地域格差につながり、

公正競争を阻害することにもなるため、東西均一の接続料を維持すべきとの意見

が、ＱＴｎｅｔから示された。 

 

○一方、接続料は会社固有のコストに基づき設定されるものであり、格差の大小にか

かわらず東西別の接続料とすべきとの意見（ＫＤＤＩ、ソフトバンク）や、NGN による

IP 電話（IGS 機能）による接続料は東西別であることもかんがみ、東西均一の接続

料とする必要はないとする意見（KDDI、フュージョン・コミュニケーションズ）も示され

た。 

 

○この他、東西別接続料が電話サービスの利用者料金に影響を与えるほどに接続

料の格差が生じた場合には、東西均一の接続料とすべきであるか、国民全体で改

めて議論すべきとの意見が、KDDI から示された。 

 

（２） 考え方 

  

○平成１９年答申においては、東西別接続料の設定による影響を考慮すれば、現

行の接続料算定方法を大幅に見直さない限りにおいては、これまでと同様に、東

西均一接続料を算定することが適当としつつも、ＮＴＴ東西を別々の地域会社とし

て設立した経緯等を踏まえれば、本来的には、東西別に接続料を設定することが

適当であることから、東西別の利用者料金の設定につながる東西別接続料の設

定についての社会的コンセンサスの状況にも配意していくべきとの指摘がなされ

た。 

 

○このため、今回の見直しにあたっては、この平成１９年答申時の状況から、東西

別接続料を設定することが適当と考えられる程度の環境変化が認められるかと
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いう観点から検討を行うことが適当ではないか。 

 

ア 改良モデルにおける影響 

 

○改良モデルにおけるＮＴＴ東西間の接続料の格差は、平成２２年度接続料ベー

スで試算すると、ＧＣ接続で２４％、ＩＣ接続で２２％となり、現行モデルに比べて、

ＧＣ接続で約１％の縮小、ＩＣ接続で同程度となっている。 

 

イ 東西別接続料の設定の是非 

 

○これまでの答申において繰り返し指摘してきたとおり、接続料規則における原

価算定の原則やＮＴＴ東西を別々の地域会社として設立した経緯からは、本来

的には、東西別に接続料を設定することが適当である。 

 

○しかし、上記アで述べたとおり、現行モデルを改良モデルに変更することによっ

て、NTT東西間の接続料格差に与える影響はほとんど見られず、依然として

NTT東西間の接続料格差は、GC接続、IC接続ともに２０％以上に達している。 

  

○平成１９年答申において考慮した接続料の東西格差に係る社会的要請や東西

別接続料の設定による公正競争上の影響等についても、この数年間に大きな

環境の変化があるとは認められないことから、平成２３年度以降の接続料算定

においても、これまでと同様に、東西均一接続料を採用することが適当ではな

いか。 

 

○なお、NGN（IGS機能）において東西別接続料が設定されていることをかんがみ

れば、固定電話に比してある程度IP電話が普及した段階においては、長期増

分費用方式に基づく接続料についても、社会的コンセンサスに十分配意しつつ、

東西別接続料の導入について検討する必要があるのではないか。 
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第５章 改良モデルの適用期間 
 

（１） 主な意見 

 

○ヒアリングにおいて、事業運営の中長期的な展望・予見性を確保する観点から、

算定方法の頻繁な変更は好ましくなく、今回の改良モデルに代わる新たなモデル

を構築する場合には相当の期間・稼働を要することから、従来どおり複数年度の

適用にすべきとの意見が、ＮＴＴ東西から示された。 

 

○また、複数年度の適用期間を適当とする意見として、市場環境の変化を適宜取り

込むことを考慮すれば、一つのモデルの適用期間は概ね２～３年とすべきとの意

見（KDDI）、今後のFTTHの進展等を考慮して２～３年程度の期間とする意見（ウ

ィルコム）、基本的な算定ルールは頻繁に変更すべきものではないとする意見（Ｑ

Ｔｎｅｔ）等が示された。 

 

○一方、トラヒックの減少により接続料の上昇が懸念されるとともに、今秋にはNTT

東西から、今後のPSTNの在り方に関する「概括的展望」が公表される予定であり、

さらにグローバル時代におけるICT政策のタスクフォースにおいて「光の道」構想

の具体化に向けた検討が行われていることから、今後の電気通信事業者の競争

条件も変化することになるため、改良モデルの適用期間は可能な限り短期間とし、

次期モデルによる接続料算定方法の抜本的見直しが必要との意見が、フュージ

ョン・コミュニケーションズから示された。 

 

（２） 考え方 

 

○固定系通信の利用者総数に占める固定電話の契約者数のシェアは、依然として

75％（平成２２年３月末時点）13であり、従来の固定電話の利用者数が未だ多数を

占めているという観点から見れば、改良モデルによるコスト算定が妥当性を損な

うおそれがあるものと認められる水準まで利用者数が減少するには、なお一定の

期間を要するものと想定されるのではないか。 

 

○一方、長期増分費用モデルについては、基本的には、これまで３年間の適用とさ

れてきたところであるが、今秋にはNTT東西により概括的展望が発表される予定

であり、また、グローバル時代におけるICT政策に関するタスクフォースにおいて

検討されている「光の道」構想の実現に向けた取組等によって、電気通信分野を

取り巻く環境は今後一層急激に変化していくことも見込まれるため、改良モデル

の適用期間を、現行モデルと同様に３年間とすることは必ずしも適当ではないの

ではないか。 

 

                                                  
13 平成２１年度末における固定系通信（加入電話、ＩＳＤＮ、直収電話、ＣＡＴＶ電話の契約数及び 0AB～J-IP 電話の利用番号数）の利用者数 

5,780 万件に対する固定電話（加入電話、ＩＳＤＮ、直収電話及びＣＡＴＶ電話）の契約数 4,334 万加入の割合。 
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○他方、制度の安定性を確保する観点や、接続事業者における事業運営の中期

的な展望・予見性の確保の観点からは、算定方法の頻繁な変更は必ずしも好ま

しくないのではないか。今後、ＰＳＴＮを取り巻く環境変化等に適切な対応した算

定方式を検討するためには、改良モデルの評価や新たなモデルの検討等に十分

な期間が必要となるものと考えられることから、改良モデルの適用期間を１年間

とすることも必ずしも適当ではないのではないか。 

 

○以上を踏まえれば、改良モデルの適用期間は、モデルを取り巻く環境変化につ

いてもかんがみ、平成２３年度から平成２４年度までの２年間とすることが適当で

はないか。 

 

○なお、上記適用期間における、改良モデルによるGC接続料水準（３分あたり）の

推計値は、第２章で述べたとおり、き線点RT-GC間伝送路コストを100％接続料

原価へ付替えた場合には、平成２３年度は５．１円～５．３円程度、平成２４年度

は５．４円～６．０円程度となる。 

 

○ただし、前述のとおり、電気通信分野を取り巻く環境は今後一層急激に変化して

いくことも見込まれる中、適用期間内に改良モデルが機能しなくなるおそれが明

確な状況になった場合は、固定電話市場における環境変化を適切に見極めた上

で、今回提案された新たな算定方式を含む長期増分費用方式の在り方について、

適時に見直しに向けた検討を行うことが適当ではないか。 

 

○また、き線点RT-GC間伝送路コストの扱いについては、第２章で述べたとおり、ユ

ニバーサルサービス制度の在り方と密接に関係していることから、今後のユニバ

ーサルサービス制度の見直しの動向やその結論等を踏まえて、所要の見直しを

適時適切に検討することが適当ではないか。 
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第６章 今後の長期増分費用方式に基づく接続料の算定の在り方 
 

１ 接続料算定方式の見直しに向けた検討 

 

○加入電話の契約者数及びトラヒックの減少傾向は引き続き継続しており、改良モ

デルの適用期間が終了した後もこの傾向が続くことが想定される。その場合、ト

ラヒックの減少等により、従量制接続料の水準が急速に上昇することが避けられ

ないおそれが強いことから、加入電話の利用者料金への影響やPSTNを取り巻く

環境等に配意しながら、改良モデル適用以降のPSTNに係る接続料算定の在り

方について今後も検討を行う必要があるのではないか。 

 

○特に、今後「光の道」構想の具体化が進められるとともに、今秋にはＮＴＴ東西か

ら「概括的展望」が公表される予定であることから、これらの動向やIP網への移行

の進展状況等を踏まえつつ、今後の環境変化に対応した接続料算定の在り方に

ついて必要に応じ、適時適切に検討を進めていくことが適当ではないか。 

  

 

（１） 長期増分費用モデルの見直し 

 

○長期増分費用モデルは、透明性を確保した客観的なモデルに基づきコスト算定

を行うものであり、実際ネットワークに内在している非効率性を排除することにつ

ながることなどを踏まえれば、今後も、なお一定の意義を持ち続けると考えられる

のではないか。 

 

○最新の実態への即応性やモデルの精緻化の観点から、今般、長期増分費用モ

デルの改修を行ったところである。今回の審議の中で、会計制度の見直し14によ

り初めて詳細にLRIC費用と実際費用の比較が可能となったことから、減価償却

費や、正味固定資産額の算定方法等、一定の整理に基づく長期増分費用モデル

の考え方と実際費用における実績との間の差異等について、いくつかの課題も

明らかになった。 

 

○モデル作成時から電気通信分野の環境が大きく変化していることに起因した非

効率性の存在の有無や、実際のネットワークにおいて旧ノード交換機から新ノー

ド交換機への更改が進められていることなどに由来するモデル上のネットワーク

構成と実際のネットワーク構成の乖離等について、今後とも引き続き検討を行い、

長期増分費用方式の趣旨にかんがみて修正すべき箇所が認められた場合には、

環境の変化に適切に対応した接続料算定が可能となるよう、モデルの見直しに

向けた不断の検討を行っていく必要があるのではないか。 

 

                                                  
14 平成 19 年 10 月 電気通信事業における会計制度の在り方に関する研究会「電気通信事業における会計制度の在り方について」 
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（２） 現行の長期増分費用方式に代わる新たな算定方式の検討 

 

○今回、ＫＤＤＩ及びソフトバンクから新たな算定方式について提案がなされたが、第

１章で述べたとおり、現時点では、現行の長期増分費用方式に代わる算定方式

としてこれらを直ちに導入することは必ずしも適当ではないと考えられるのではな

いか。これらの提案等を踏まえ、現行の長期増分費用方式を見直す場合には、

環境の変化を考慮しつつ、十分な期間を設け詳細な検討を行う必要があるので

はないか。 

 

○また、今回の提案では、固定電話サービスとＩＰ電話サービスを同じ「音声電話サ

ービス」として一体的に捉えるべきとの考え方も示されたが、現時点では、PSTN

による固定電話サービスと、ＩＰ電話サービスについては、同じ「音声電話サービ

ス」ではあるものの、これらは料金やサービス面等において明確に区別がなされ

ており、利用者が好ましいサービスを選択している状況にあると言える。しかしな

がら、仮に、将来的にPSTNのコア網がIP網に移行し、メタル回線を収容するよう

な状況が生じた場合、固定電話サービスの利用者にとっては、ネットワーク側の

都合によってIP網を利用することになるため、このような状況下においては、固定

電話サービスとＩＰ電話サービスの接続料の在り方について改めて検討する必要

があるものと考えられるのではないか。 

 

○なお、今後、「光の道」構想の具体化の進展や概括的展望の公表等により、

PSTNを取り巻く環境の方向性がある程度明確になった場合には、長期増分費用

モデルの更なる見直しも含め、PSTNに係る接続料算定の在り方について改めて

検討することが適当ではないか。 

 

 

２ その他 

 

○PSTNからIP網への移行が進展するなどの環境変化は、長期増分費用方式に基

づく接続料の他、ドライカッパ接続料等のレガシー系接続料に対しても大きな影

響を及ぼすことになる。 

 

○事実、ドライカッパ接続料等のレガシー系接続料については、新規投資の抑制や

効率化等により回線コストは毎年度低廉化の傾向にあるものの、稼働回線数の

減少のペースが回線コストの減少を上回っていることなどから上昇傾向にある。

このことを踏まえ、ヒアリングの場においても、レガシー系接続料について早急に

見直しを開始すべきとの意見があったところである。 

 

○ドライカッパ接続料等のレガシー系接続料については、平成22年度のヒストリカ

ル接続料の認可にあたり情報通信行政・郵政行政審議会において審議がなされ、

平成22年2月22日付同審議会答申において、概ね次のとおり要望がとりまとめら

れている。 
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・ PSTN から IP 網への移行が進展する中で、今後もレガシー系サービスの需要

の減少傾向が続くことが想定されることから、総務省は、今後の接続料水準を

注視しつつ、ユニバーサルサービス制度の在り方との関係にも配意しながら、

必要に応じ接続料算定の在り方について検討を行うことが適当である。 

 

・ NTT 東西は平成 22 年度に PSTN から IP 網への移行について概括的展望を

公表することとしているが、今後接続料算定の在り方に係る検討を行う場合に

は PSTN からの具体的移行展望等が示されることが必要であるため、NTT 東

西は、必要な情報の早期かつ積極的な開示を行うことが適当である。 

 

・ PSTN から IP 網への移行の進展に伴うレガシー系サービスの需要の減少等に

より接続料が上昇傾向を続けていること等の懸念が示されている状況を踏ま

え、NTT 東西は、トラヒック・回線数の減少に応じ、一層のコスト削減効果が出

るように努めることが適当である。 

 

○総務省においては、上記の情報通信行政・郵政行政審議会の要望を受け、NTT

東西に対して行政指導（要請）を行ったところであるが、その実効性等を確保する

観点から、レガシー系サービスについて必要に応じ接続料算定の在り方につい

て引き続き検討を行うことが必要ではないか。 

 

 
 


